
 

 

 

 
 

 

    

                                                          

                                       

                                      

 

 

 

 

保険料納付額確認書の金額誤りについて 
  

 

このたび、当市保険年金課において送付した国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料

の令和７年分納付額確認書(以下、納付額確認書)の金額に誤りがあったことを報告いたし

ます。詳細は以下のとおりです。 

   

 

記 

 

１． 事案の経過 

１月 20日、確定申告等に使用する納付額確認書を送付しました。 

１月 22日、市民の方から納付額確認書の金額が実際支払った金額より少ないと電話が

あり、令和７年 12 月年金特別徴収分保険料が含まれていないことが判明しました(国保

1,808通・後期 10,474通)。 

1月 26日、対象者に正しい金額の納付額確認書を送付しました。 

 

２． 原因 

令和７年 12 月年金特別徴収分保険料を反映させる作業をする前に納付額確認書を作

成してしまい、年間保険料の確認を十分行わなかったため。 

 

３． 防止策 

   今後は、金額を複数人での確認を徹底し、再発防止に努めます。 

 

 

 

以上 
 

 

 

 

 

 

 
報道提供資料 

 

令和８年１月２７日 

 

問合せ先 健康福祉部保険年金課 

     ℡ 072-433-7275 

          担当：久家・籔内 

貝塚市 
総合政策部 魅力づくり推進課                                          

広報・シティプロモーション担当 

藤木・遠藤 

TEL:072－433－7059 

FAX:072－433－7233 

 


